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山

年 月 日 火曜日

山
山

山 口 県

○
選公山程

○
公山

○
公交

報

○
規山

○
教山教 毎

（号 外 ）

山
口
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規

口
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則

規

口
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の

平
成
十
九
年
七
月
十
日

口
県
規
則
第
六
十
九
号

管
告
示

職
選
挙
法
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…

口
県
議
会
議
員
及
び
山
口
県
知
事
の

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…

安
委
規
則

口
県
警
察
本
部
組
織
規
則
の
一
部
を

安
委
告
示

番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び
駐
在
所
の

目

次

則口
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
規
則
の
一

委
規
則

口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す

育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部

週
火
・
金
曜
日
発
行

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
規
則
第

則

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

山
口
県
知

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
に
関
す
る
告

部
を
改
正
す
る
規
則
（
職
員
厚
生
課
）

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…

を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…四

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
公
布
す
る
。

事

二

井

関

成

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

に
関
す
る
条
例
施
行
規

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

示
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

平 成 年
月 日

（火曜日）

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

山
口
県
立
高
等
学
校
等

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

別
表
の
１
の
表
山
口
県
立
岩

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

教

育

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管

平
成
十
九
年
七
月
十
日

金
に
係
る
債
権
（
以
下
「
返

と
が
で
き
る
。

一

恩
給
権
者
の
死
亡
を
支

恩
給
の
支
払
金
の
金
額
の

と
き
。

二

扶
助
料
権
者
が
、
同
一

の
支
払
金
の
金
額
の
過
誤

き
。

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
退
職
給
与
金
の
」

二
」
に
改
め
る
。

第
七
章
の
章
名
中
「
退
職
給

第
七
章
中
第
五
十
四
条
の
前

（
条
例
第
九
条
ノ
四
の
規
定
に

第
五
十
三
条
の
二

条
例
第
九

十
七
号

の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

正
す
る
。

国
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に

ら
施
行
す
る
。

委

員

会

理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

還
金
債
権
」
と
い
う
。
）
へ
の
充

給
事
由
と
す
る
扶
助
料
権
者
が
、

過
誤
払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係

の
支
給
事
由
に
基
づ
く
他
の
扶
助

払
に
よ
る
返
還
金
債
権
に
係
る
債

を
「
恩
給
の
充
当
、
」
に
、
「
第

与
金
の
」
を
「
恩
給
の
充
当
、
」

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

よ
る
充
当
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

条
ノ
四
の
規
定
に
よ
る
恩
給
の
支

一

山
口
県
教
育
委
員
会

改
正
す
る
規
則

年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第

改
め
る
。

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

当
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
す
る

当
該
恩
給
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当

る
債
務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ

料
権
者
の
死
亡
に
伴
う
当
該
扶
助

務
の
弁
済
を
す
べ
き
者
で
あ
る

五
十
四
条
」
を
「
第
五
十
三
条

に
改
め
る
。

場
合
）

払
金
の
金
額
の
過
誤
払
に
よ
る
返

二 こ該る料と の還

規

則

教

育

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日

山
教

う
に別

山 口

こ教

県 報

山別山

（号 外 ）

山別口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則

育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平

改
正
す
る
。

記
第
十
号
様
式
の
二
中

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
一
月

育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一

平
成
十
九
年
七
月
十
日

周
校
学

等
高

山
徳
立

県
口表

の
１
の
表
山
口
県
立
山
口
高
等

山
校
学

等
高

口
山
立

県
口

岩
校

学
等

高
国

岩
立
県

口表
の
１
の
表
山
口
県
立
徳
山
高
等八

号の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に山

野
鹿

３
科
数

理
校

本
市

南

３
科

通
普

校
分

学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

数
理

校
本

３
科
通

普

市
口

３
科

通
普

校
分

佐
徳

３
科

数
理

校
本

３
科

通
普

市
国

３
科
通

普
校

分
上

坂

３
科

３
科

通
普

校
分

瀬
広

学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

３
科
通

普

則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

公
布
す
る
。

口
県
教
育
委
員
会

４
は

又
３

科
通
普

夜

る
。

上
以
３

科
通
普

夜

る
。

科
通
普

科
護
看
生
衛

成
平

、
は
校
分
野
鹿

行
を
集

募
徒

生
ら

か
度
年

成
平

、
は
校

分
佐

徳

。
う

行
を
集

募
徒

生
ら

か
度
年

瀬
広

び
及
校

分
上

坂

。
う

成
平

、
は
校
分

行
を
集
募
徒
生
ら

か
度
年
。
う

二



平成

管と

年 月 日 火曜日

公
よ
う目第

（
郵

第
六

山 口 県

こ
山

報

改
め

（号 外 ）

「「

理
委
員
会
が
定
め
る
日
は
、
次
の

す
る
。

職
選
挙
法
施
行
規
程
（
昭
和
四
十

に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
十
日

次
中
「
第
六
条
」
を
「
第
六
条
の

二
章
中
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条

便
等
に
よ
る
在
外
投
票
の
投
票
用

条
の
二

在
外
選
挙
執
行
規
則

附

則

の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
七
月
十

選
挙
管
理

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示 知

３
覚
聴

２
域

領
育

教
新

４
的弱
病

５
体

る
。

聴
２

覚
視

１

域
領

育
教

新
４

的
知

３
覚覚
視

１

弱
病

５
体

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

四
年
山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

二
」
に
改
め
る
。

を
加
え
る
。

紙
等
を
発
送
す
る
日
）

（
平
成
十
一
年
自
治
省
令
第
二
号

一
日
か
ら
施
行
す
る
。

委
員
会

第
六
十
六
号

の
育

教
る

す
関

に
者

害
障

教
る

す
関

に
者

害
障

域
領

関
に
者

由
自

不
域

領
の

育

関
に

者
域
領

の
育

教
る

す
域

領
の

育
教

る
す

の
育

教
る

す
関

に
者

害
障

教
る

す
関

に
者

害
障

域
領

す
関
に

者
害

障
域

領
の

育

者
由

自
不

域
領

の
育

教
る

者
域
領

の
育

教
る

す
関

に

障

域
領
の

育
教

る
す

関
に

領
の
育

教
る

す
関

に
者

害
域

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

長

福

田

隆

司

）
第
二
十
三
条
第
三
号
の
選
挙

」 」

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第

「
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
」

２

法
第
三
十
三
条
の
二
第
七

て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
第

（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ

き
事
由
」
と
あ
る
の
は
「
同

定
す
る
遅
い
方
の
事
由
」
と

定
を
同
条
第
七
項
の
規
定
に

べ
き
事
由
」
と
あ
る
の
は
「

は
第
四
項
に
規
定
す
る
遅
い

十
五
日
ま
で
に
選
挙
を
行

月
十
六
日
か
ら
そ
の
年
の

間
の
直
後
の
九
月
十
六
日

二

法
第
三
十
三
条
の
二
第

事
由
が
生
じ
た
旨
を
県
委

当
た
る
日
の
い
ず
れ
か
遅

三

法
第
三
十
三
条
の
二
第

事
由
が
生
じ
た
旨
を
県
委

に

一

法
第
三
十
三
条
の
二
第

を

七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

と
あ
る
の
は
「
同
条
第
七
項
の
規

項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

三
十
三
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
項
」
と

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

方
の
事
由
」
と
、
同
項
第
三
号
中

う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
当

九
月
十
五
日
ま
で
に
選
挙
を
行
う

三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
の
適
用

員
会
が
告
示
し
た
日
又
は
参
議
院

い
日

一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
の
適
用

員
会
が
告
示
し
た
日

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

三

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

の
は
「
第
三
十
三
条
の
二
第
二

含
む
。
）
」
と
、
「
選
挙
を
行
う

え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
に

あ
る
の
は
「
第
四
項
（
こ
れ
ら
の

を
含
む
。
）
」
と
、
「
選
挙
を
行

替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項

「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五

該
期
間
の
直
後
の
三
月
十
六
日
、

べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
当
該

を
受
け
る
場
合

選
挙
を
行
う
べ

議
員
の
任
期
満
了
の
日
前
六
十
日

を
受
け
る
場
合

選
挙
を
行
う
べ

合

九
月
十
六
日
か
ら
翌
年
の
三

、る い項べ規規う又項 三期きにき 月

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 火曜日

別

書

」別
様
式

山 口

作
成第

「
そ

用
証

五
号第

動
車

成
業

県 報

規
程第

第
七第第

（号 外 ）

同第こ
山

山
記
第
一
号
様
式
（
そ
の
二
）
中

に
、
「

の
ー

タ
ス

ポ

」
を
「

ス
ポ ビ

記
第
二
号
様
式
（
そ
の
二
）
中

（
そ
の
三
）
と
し
、
同
様
式
（
そ

を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
ビ
ラ
作

五
条
第
一
項
中
「
選
挙
運
動
用

の
他
の
者
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作

明
書
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
証

様
式
及
び
別
記
第
五
号
様
式
の
二

六
条
第
一
項
中
「
又
は
第
八
条
」

使
用
証
明
書
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ

者
」
を
加
え
る
。

（
平
成
六
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

平
成
十
九
年
七
月
十
日

二
条
第
一
項
中
「
又
は
第
六
条
」

条
又
は
第
十
条
」
に
改
め
る
。

三
条
第
一
項
中
「
又
は
第
八
条
」

四
条
中
「
又
は
条
例
第
七
条
」
を

条
第
一
項
又
は
第
五
項
に
規
定
す

十
一
条
第
一
項
中
「
及
び
第
二
号

附

則

の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
七
月
十

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

口
県
議
会
議
員
及
び
山
口
県
知
事「

出
届

約
契

成
作

ー
タ

ス
ポ

書

」

の
ー

タ
ラ

」
に
、
「

の
条

７
第

」

「

条
８

第

」
を
「第

条

」
に
改

の
一
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

成
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
条

自
動
車
使
用
証
明
書
」
の
下
に

成
業
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二

明
書
」
を
加
え
、
「
及
び
別
記

」
に
改
め
る
。

を
「
、
第
八
条
又
は
第
十
一
条

作
成
証
明
書
」
を
、
「
燃
料
供

員
会
告
示
第
三
十
五
号
）
の
一

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

を
「
、
第
六
条
又
は
第
九
条
」

を
「
、
第
八
条
又
は
第
十
一
条

「
、
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る

る
遅
い
方
の
事
由
」
と
す
る
。

並
び
に
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま

日
か
ら
施
行
す
る
。

第
六
十
七
号

の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の

を
「

出
届
約

契
成

作
ー

タ
ス

ポ

を
「第

条
７

第
の

条

」
に
改
め
る
。

め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
を
同

え
る
。

例
第
十
条
」
に
改
め
る
。

「
、
ビ
ラ
作
成
証
明
書
」
を
、

項
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
使

第
五
号
様
式
」
を
「
、
別
記
第

」
に
改
め
、
「
選
挙
運
動
用
自

給
業
者
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作

ラ
ビ

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

長

福

田

隆

司

に
、
「
又
は
第
七
条
」
を
「
、

」
に
改
め
る
。

有
償
契
約
を
締
結
し
た
ビ
ラ
の

で
及
び
」
に
改
め
る
。

公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
施
行

数
枚

の
回

今

計
数

枚
＋

ビ
、
は
書
請
申
の
こ

１
注

の
こ

２

。
い
さ
だ

く

作
ラ

の
も

作
ラ

ビ
、

は
書
請
申

３

。
す
で

記

数
枚

積
累

の
で
ま
回
前

。
い
さ
だ
く
て
し
入

す
関
に
担
負

費
公
の
動

運

契
２

日
月

年
約
契

１

条
る

３

又
名

氏
の
方
手
相

の
約

数
枚
請

申
認
確

枚
積

累
の
で
ま
回
前

分
区

数

式
様
号

２
第

）
２
の
そ

理
管
挙

選
県
口
山

ビ ３
第

作
ラ

ビ
の
記
下

委
会
員

委

つ
に
数

枚
成

々
別
に

と
ご
者
業
成

枚 枚

に
数
枚
成

ら
か
者
補
候
に

象
対
の

担
負

費
公

て
い

つ

作
ラ
ビ
の
他

、
は
に
欄
」

に
者
業
成 る

よ
に
定
規

の
条
８
第

例

称
名

は

日
月

年

記

を
認

確

に
人

法
に
び

並
所

住
び

及

枚

枚

左
数

枚
成

作

確
数

枚
成

作
ラ

）
係
関

条

執
日

月
年

様
長

員

請
申

認

県
口

山
、
て

い

者
補

候

行山
び

及
員
議

会
議

委
理
管
挙
選
県
口
山

枚 枚

る
な
と

て
し
出
提
に
会
員

た
る
け
受
を
認

確
の
の
も

た
れ
さ
成
作
て
っ
よ

の
め

て
め
含
も
を
数
枚

ま
し

請
申

で
の

い
た

け
受

表
代

の
そ

は
て

っ
あ

。
す

名
氏

の
者認
確
は
又
済
認
確

ち
う
の

枚 数
枚
請

申

挙
選

日
月

年

書

）
区

挙
選

け
お

に
挙

選
の

事
知

県
口

挙
選

る

四



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

別
様
式
記
第
三
号
様
式
（
そ
の
二
）
中

（
そ
の
三
）
と
し
、
同
様
式
（
そ 「

条
８

第

」
を
「第

条

」
に
改

の
一
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
を
同

え
る
。

し
領

受
を

書
認
確
の
こ

２

確
該
当
に
も
と
と
書

明

た

記
に

書
認

確
の

こ
３

書
認

支
に
県
口
山
、

は

れ
さ

載

求
請
を

払

の
者
補
候

２

月
年

１

月
年

数
枚
認
確

３

名
氏

ビ
、
は
書
認
確
の
こ

１
注

。
い
さ
だ
く

て

の
ラ

式
様
号

３
第

）
２
の
そ

山

ビ

号
第
号
番
認

確

３
第

口
山

び
及
員
議
会

議
県
口

、
き
づ
基
に

定
規
の
条

８

す
認
確

を
と
こ
る

あ

記
下

。
る

費
公
、
は
者

業
成
作
ラ
ビ

添
に
書

求
請

を

の
払
支

の

候
た

。
い
さ
だ
く
て
し
付

が
物

託
供

て
い

つ
に

者
補

ま
き

で
は

と
こ

る
す

収
没

。
ん
せ

員
委

理
管

挙
選

県
口
山

日

挙
選

行
執

日

記

委
会

枚

挙
選

認
確
て
い
つ

に
数
枚
成
作

た
け
受
を

確
数

枚
成

作
ラ

）
係

関
条

け
お
に
挙

選
の
事
知

県

認

成
作

の
ラ
ビ

の

運
挙

選
る

に
条

同
、

は
数
枚

五

、
は
に

合
場
る
す
を
求
請

合
場

た
れ

さ

証
成
作
ラ
ビ

者
業

成
作

ラ
ビ

、
は

に

長
員

印

）
区

業
成
作

ラ
ビ
ら
か
者
補
候

し
出
提
に
者

す
関

に
担

負
費

公
の
動

書

の
数
枚

る
め
定

第
例

条
る

で
の

も
の
内

囲
範



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

別
る
。
記
第
五
号
様
式
を
別
記
第
五
号
様
式
の
二
と
し
、
別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

円
７

成
作
ラ
ビ

イ

枚
成
作

×
銭

認
確

数
枚成

作
×
価
単 げ

円
４
＋
円

数
枚

し
行

発
を

書
明
証
の
こ

３

求
請
を
払
支
に
県
口

山

た

を
者
補
候
の
人
１

４

る
す

次
、
は
額
度
限

の

て
じ

通

り
お

と
の

数
枚

＋
枚、

し
だ
た

枚

数
枚
成
作
ラ
ビ

ア

額
度
限

氏
の

者
業
成
作
ラ
ビ

認
確

法
に
び
並
所

称
名
は

又
名

氏
の

の
そ

は
て

っ
あ
に

人

こ
１

注

金
成

作

枚
成

作

名く

作
ラ
ビ

、
は

書
明
証
の

業
成
作
ラ
ビ

２

。
い
さ
だ。

い

県
口

山
が

者

式
様
号

５
第

の
記
下

ビ

）
係

関
条
５
第

月
年

成
作

を
ラ
ビ
り
お

と

数

さ
認

確
り
よ

に
書

額
度
限

が
数
枚
成
作
た
れ

×
銭

数
枚
成

作

候

額
度

限

数
枚
成
作

）
枚

が
物
託
供
て
い

つ
に
者
補

せ
ま

き
で
は

と
こ

さ
収

没

と
象
対

の
担
負
費
公

。
ん

枚

。
す
で

び
及
数
枚
る
な

×
選
小

院
議

衆
の

内
県

口
山

は
に
合
場
る
え

超
を

区
挙

た
れ
さ
認

確
り
よ
に
書

枚

表
代

住
び

及

が
数
枚
成
作

別
に

と
ご
者

業
成

額 数 者払
支
に

候
、
し
成
作
に
々

こ
、

は
き

と
る

す
求

請
を

の

で
の

も
る

す

明
証

成
作

ラ

年

日

し
明

証
を
と

こ
る
あ

記 者
補

候

行
執

日
月

合
場
る

え
超
を
枚

端
の

満
未

銭
１

…
…

価
単

は
に
合
場
た
れ

上
切
は
数

そ

、
は
者
業
成
作
ラ
ビ

、

く
づ

基
に

約
契

の
れ

ぞ
れ

選
の
員

議
出

選

担
負
費
公

数
の
区

挙
）
１

者
補

円 枚

合
場

の
下
以

枚

提
に
者
業
成

作
ラ
ビ
ら
か

書
求
請
を
書
明
証

て
し
出

さ
だ
く
て
し
付
添
に

挙
選

。
す

ま

書

）
区

挙
選

六



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

別
様
式
記
第
六
号
様
式
（
そ
の
二
）
中

（
そ
の
三
）
と
し
、
同
様
式
（
そ 「

条
８

第

」
を
「第

条

」
に
改

の
一
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
を
同

え
る
。

行
銀

５

名
氏
の

者
補
候

４

口
び
及

名
座
口
、

名
候

、
は
書
求
請
の
こ

１
注

か
や
速
後
日
期
の

挙

者
補

所
住
の
者
求
請

２

出
提
に

名
氏
の
者
表

代

名
氏
び

及

が
者
補
候

３

て
し
入

記
を

収
没
を

物
託

供

山
び

及
員
議
会

議
県
口
山

、
り
よ
に

定
規
の
条

８

口

内
２

額
金
求
請

１

の
記

下

と
の

書
訳
内
求

請
紙
別

訳 式
様
号

６
第

月
年

３

お

）
２
の
そ

６
第

請

）
合
場
の

成
作
の
ラ

ビ

号
番

座

様
事

知
県
口
山

成
作
ラ
ビ
た

し
領
受
ら
か

い
さ
だ

く
て

し

認
確
数

枚

は
て

っ
あ

に
人

法
、

は

。

。
い
さ
だ
く

た
主
の
そ
、口
山
、
は
に

合
場
た
れ
さ

払
支
に
県

け
お

に
挙
選

の
事
知

県

氏

を
払

支
の
額

金

運
挙

選
る

日 り

円

記

。
す
ま
し

求
請

挙
選

行
執

者
求

請

求

）
係
関

条

挙
選

住

七

書
明
証

成
作
ラ
ビ
び
及
書

の
所

務
事

る

選
に
も
と
と

び
及
称
名
に
び
並
地

在
所

き
で
は

と
こ
る
す
求
請
を

。
ん

せ
ま

名

る
す

関
に

担
負

費
公

の
動

所

日
月

年

書）
区

第
例

条



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報

注

（号 外 ）
紙

別

４

単

、
は
に

欄
と
欄

５

を
と
欄

端
の
満

未
円

１
、

は
に

欄

１

数

出
算
り

よ
に

次
、

は
に

欄
し

に
書
認

確
数

枚
成

作
ラ

ビ

円
７

よ

銭

に
書
認

確
数

枚
成

作
ラ

ビ
よ

円
４
＋

円

２

成
作
×
銭数
枚
成

作
ラ

ビ
、

は
に

欄

３

確

、
は
に

欄
と
欄

を
と

欄 請

単
額

金
数

枚
価

額
金

成
作

×

い
な
少

て
し

較
比

円
枚

円

切
を

し
入

記
を

数
枚

の
方

し
入

記
を
額

金
た

て
捨

り

て
し

入
記

を
額
た

だ
く
て

れ
さ

認
確
り

。
い

さ
だ

く

が
数
枚

成
作

た

枚
成
作

た
れ

さ
認

確
り

枚

が
数

枚

数
枚
成

作書
認

銭
１

…
…

数
枚

）
枚

成
作

た
れ

さ
認

確
り

よ
に

い
な
少

て
し

較
比

を
数

枚

て
し

入
記

を
額

の
方

書
訳

内
求

額
金

数
枚

価

額
度

限
準

基

単
×

さ

。
い
さ

だ
く

て

円
枚

円

え
超
を

合
場

の
下
以

。
い

切
は
数
端

の
満
未

合
場
る

い
さ
だ
く
て

し
入

記

げ
上

額
金

求
請

。
い

さ
だ
く

。

額
金

数
枚

価
×

円
枚

円

由
宇
町
西
一
丁
目
、
由
宇
町
西

部
新
山
口
駅
前
交
番
の
項
所
管

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

交
番
そ
の
他
の
派
出
所
及
び

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六

平
成
十
九
年
七
月
十
日

表
山
口
県
岩
国
警
察
署
の
部

第
四
条
第
一
項
留
置
管
理
課

部
分
第
二
号
中
「
留
置
人
」
を

分
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

犯
罪
に
よ
る
収
益
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則

平
成
十
九
年
七
月
十
日

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

山
口
県
警
察
本
部
組
織

山
口
県
警
察
本
部
組
織
規
則

よ
う
に
改
正
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
山
口
県
議
会

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

行
す
る
。

公

安
二
丁
目
、
由
宇
町
西
三
丁
目
」
を

区
の
欄
中
「
小
郡
平
砂
町
」
の
下

四
十
二
号

駐
在
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

由
宇
交
番
の
項
所
管
区
の
欄
中
「

に
関
す
る
部
分
第
一
号
中
「
留
置

「
被
留
置
者
」
に
改
め
、
同
条
第

し
、
第
四
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を

移
転
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

ら
施
行
す
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

八
号

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
昭
和
二
十
九
年
山
口
県
公
安
委

議
員
及
び
山
口
県
知
事
の
選
挙
に

条
例
（
平
成
十
九
年
山
口
県
条
例

委

員

会

加
え
、
同
表
山
口
県
小
郡
警
察
署

に
「
、
小
郡
維
新
町
、
小
郡
平

区
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
一

改
正
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

由
宇
町
中
央
二
丁
目
」
の
下
に
「

場
」
を
「
留
置
施
設
」
に
改
め
、

三
項
組
織
犯
罪
対
策
課
に
関
す
る

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の

に
公
布
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次

お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に

第
三
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

八

の成 年、 同部次 の 関施

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 火曜日 山 口 県 報 （号 外 ）

町
、

交
番

三
丁

小
郡
栄
町
、
小
郡
給
領
町
、
小
郡

の
項
所
管
区
の
欄
中
「
床
波
六
丁

目
」
を
加
え
る
。

三
軒
屋
町
」
を
加
え
、
同
表
山

目
」
の
下
に
「
、
今
村
南
一
丁
口
県
宇
部
警
察
署
の
部
西
岐
波

目
、
今
村
南
二
丁
目
、
今
村
南

九



平
成
十

平
成
十
九
年
七
月
十
日
印
刷

発

九
年
七
月
十
日
発
行

発
行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

定
価
一
箇
月

金
二
千
七
百
円
（
送
料
共
）


